

小城市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例（案）について



１.改正趣旨、目的、背景
日本の平均寿命は男女ともに80歳を超えており、敬老祝金支給条例の趣旨である「長寿を祝福し、敬老祝金を支給して敬老の意を表するもの」に合致するよう、対象者の年齢要件を見直すこととした。


２.改正内容
　　　　　令和９年４月１日から80歳の敬老祝金を廃止する。

　　　 　　    現　行　　　　　　　　　　　　    　改正案
（祝金額）
第３条

　88歳の者　　　15,000円
　100歳の者　　 50,000円
（祝金額）
第３条
　80歳の者　　　10,000円
　88歳の者　　　15,000円
　100歳の者　　 50,000円


　　　　　　　　　　　　　　





３.改正条例新旧対照表
	現行
	改正後（案）

	（祝金額）
	（祝金額）

	第３条　祝金の額は、次のとおりとする。
	第３条　祝金の額は、次のとおりとする。

	(１)　80歳の者　10,000円
	

	(２)及び(３)　（略）
	(１)及び(２)　（略）





４.改正後の条例（案）全文

小城市敬老祝金支給条例
平成17年３月１日
条例第114号
（趣旨）
第１条　この条例は、本市居住の高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老祝金（以下「祝金」という。）を支給して敬老の意を表するものとする。
（受給資格）
第２条　祝金の支給を受けることができる者は、当該年度の９月１日現在において住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定による住民となった日から本市に引き続き１年以上居住し、かつ、当該年度の３月31日までにおいて次条各号に掲げる年齢に達する者とする。
（祝金額）
第３条　祝金の額は、次のとおりとする。
(１)　88歳の者　15,000円
(２)　100歳の者　50,000円
（支給期日）
第４条　祝金の支給は、毎年９月とする。
（受給者の決定）
第５条　祝金は、第２条に定める資格を満たす者のうちから、市長が受給者を決定し、本人に支給する。
（資格喪失）
第６条　受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、祝金の受給資格を失う。
(１)　死亡したとき。
(２)　本市に居住しなくなったとき。
(３)　受給資格を辞退したとき。
(４)　前３号に掲げるもののほか、市長において祝金の支給が適当でないと認めたとき。
２　前項第１号に該当する事由が毎年９月１日から９月15日までに発生したときは、受給者の葬祭を行う者に贈与する。
（委任）
第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この条例は、平成17年３月１日から施行する。
附　則
この条例は、令和９年４月１日から施行する。

